
宮崎国際大学教育学部教授会 規程（案） 

 

 平成２６年４月１日 

 制   定    

（目 的） 

第１条 この規則は，」宮崎国際大学（以下「本学」という。）学則第７条に基づき，本学教育学部教

授会（以下「教授会」という。）の組織及び運営について定めることを目的とする。 

 

（構成） 

第２条 教授会は，教育学部専任の教授（以下「教授会構成員」という。）をもって構成する。 

２ 教授会が必要と認めたときは，前項に定める者以外のものを教授会構成員に加えることができる。 

 

（審議事項等） 

第３条 教授会は，次の各号に掲げる事項について審議し，本学の規程及び就業規則等関係規程によ

りその権限に属せられた事項を行う。 

 （１）学則その他の諸規程の制定又は改廃に関すること  

 （２）教育課程に関すること 

 （３）教員の資格審査に関すること 

 （４）教育及び研究に関すること 

 （５）学生の入学，卒業，休学，復学，退学，除籍，転入学，編入学及び海外研修に関すること 

 （６）賞罰に関すること  

 （７）進級及び卒業認定に関すること 

 （８）学位，称号に関すること 

 （９）学生の指導に関すること 

（１０）その他学長及び教授会の必要と認めたこと 

 

 （招集） 

第４条 学部長は，教授会を招集し，議長となる。 

２ 学部長に事故ある時は，あらかじめ学部長が指名する者が議長となる。 

 

 （議事） 

第５条 教授会の常会は，毎月開くものとし，教授会構成員の３分の２以上が出席しなければ，議事

を開き，議決することができない。ただし，30日以上の出張，研修，休職及び傷病休暇の者は，定

足数から除くものとする。 

２ 教授会の臨時会は，学部長が必要と認めたとき又は教授会構成員５分の１以上の請求があったとき，

開くものとする。 

３ 議事は，出席した教授会構成員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところに

よる。ただし，教授会が特別の必要があると認めたときは，３分の２以上の多数をもって議決しな

ければならない。 

 



（教授会構成員以外の者の出席） 

第６条 教授会が必要と認めるときは，教授会構成員以外の者に教授会への出席を求め，その意見を

聴くことができる。 

 

（幹事） 

第７条 教授会に，幹事を置き，教授会構成員の中から学部長が指名する。 

２ 幹事は，教授会の議事運営に関し議長を補佐する。 

 

 （議事録） 

第８条 議長は，議事録を作成しなければならない。 

 

（事務） 

第９条 教授会の事務は，事務局学務部において行う。 

 

（雑則） 

第 10条 この規程に定めるもののほか，教授会の運営に関し必要な事項は，学部長が別に定める。 

 

 （改廃） 

第 11条 この規程の改廃は，教授会の議を経て行い，理事長の承認を得るものとする。 

  

 附 則 

この規程は，平成２６年４月１日から施行する。 

 



   宮崎国際大学教育学部児童教育学科 学科会議規程（案) 

 

平成 26年４月１日 

制定 

 （趣旨） 

第１条 学科の管理・運営・教育・研究・地域貢献などを円滑に推進するために学科会議

（以下「委員会」という）を置く。 

 

 （審議事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

（1） 学科の管理・運営に関すること 

（2） 学科の教育・研究に関すること 

（3） 学科の規定・規則の改廃訂に関すること 

（4） カリキュラムの作成・改善に関すること 

（5） 学生の実習・ボランティア活動・評価に関すること 

（6） 学生の教職就職支援等に関すること 

（7） 学生の進級、卒業、学位の要件及び認定に関すること 

（8） 研究報告の編集、その他研究に関すること 

（9） 危機管理に関すること 

（10） その他学科に関すること 

 

 （組織） 

第３条 委員会は、児童学科教員をもって組織する。 

 

 （委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は、学部長をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

３ 副委員長は、学科会議構成員の中から教授が代行する。 

４ 副委員長は、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。 

 

 （会議） 

第５条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。 

 

 （意見の聴取） 

第６条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことが

できる。 



 

 （事務） 

第７条 委員会の事務は、教務課において処理する。 

 

 （雑則） 

第８条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会の答申に基づき教授会が

別に定める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成 26年４月１日から施行する。 



   宮崎国際大学教育学部児童教育学科教育実習委員会規程(案) 

 

平成２６年４月１日 

制定 

 （趣旨） 

第１条 教育実習を円滑に推進するため、宮崎国際大学教育学部児童教育学科に教育実習

委員会を置く。 

 

 （審議事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

 (1) 教育実習の企画・運営に関すること 

 (2) 教育実習先の選定及び連絡調整に関すること 

 (3) 教育実習の評価・認定に関すること 

 (4) 実習要項，履修カルテの作成に関すること 

(5)  その他教育実習の実施に関すること 

 

 （組織） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 児童教育学科長 

 (2) 実習担当教員１名   

 (3) 教育実習科目担当教員２名 

 (4) 各学年の指導教員４名 

２ なお、実習先訪問においては全教員で対応する。 

 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

 （委員長、副委員長及び実習担当教員） 

第５条 委員会には委員長、副委員長及び実習担当教員を置く。 

２ 委員長には児童教育学科長を充てる。 

３ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

４ 副委員長は委員の中から充てる。 

５ 副委員長は、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。 

６ 実習担当教員は委員会委員の中から充てる。 

 



 （会議） 

第６条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。 

 

 （意見の聴取） 

第７条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことが

できる。 

 

 （事務） 

第８条 委員会の事務は、教務課において処理する。 

 

 （雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会の答申に基づき教授会が

別に定める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

 



   宮崎国際大学教育学部児童教育学科 FD 委員会規程(案) 

 

平成２６年４月１日 

制定 

 （趣旨） 

第１条 宮崎国際大学教育学部児童教育学科のファカルティ・デベロップメント（教育の

内容及び方法の改善、以下「FD」という）を図るため、FD 委員会（以下「委員会」とい

う。）を置く。 

 

 （審議事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

 (1) FD関連の活動の企画、支援、推進に関すること 

 (2) 授業評価・授業点検シートに関すること 

 (3) 卒業生及び就職先による教育評価に基づく改善に関すること 

 (4) その他 

 

 （組織） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 委員長及び副委員長（児童教育学科教授） 

 (2) 児童教育学科教員（５人） 

 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員長は、委員会において教授の中から選出する。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

３ 副委員長は、委員会委員の中から充てる。 

４ 副委員長は、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。 

 

 （会議） 

第６条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。 

 

 （意見の聴取） 

第７条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことが



できる。 

 （事務） 

第８条 委員会の事務は、事務部において処理する。 

 

 （雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会の答申に基づき教授会が

別に定める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２６年４日１日から施行する。 



   宮崎国際大学教育学部児童教育学科カリキュラム委員会規程（案） 

 

平成２６年４月１日 

制定 

 （趣旨） 

第１条 宮崎国際大学教育学部児童教育学科のカリキュラムの企画、円滑な運営、各講

義科目の内容・方法の充実・改善及び各科目間の調整等を図るため、カリキュラム委

員会（以下「委員会」という）を置く。 

 

 （審議事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

 (１) カリキュラムの企画・運営・評価に関すること 

 (２) 各授業科目の内容・方法の充実及び改善に関すること 

 (３) 各授業科目間の調整に関すること 

 (４) その他教員としての資質能力の育成に必要な教育に関すること 

 

 （組織） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 (１) 委員長及び副委員長 

 (２) 国語教育、社会科教育、数学教育、理科教育、音楽教育、美術教育、保健体育、

技術教育担当教員（各１人） 

 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員長は、教授会において教授の中から選出する。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

３ 副委員長は、教務委員会委員の中から充てる。 

４ 副委員長は、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。 

 

 （会議） 

第６条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。 

 

 （意見の聴取） 



第７条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことが

できる。 

 

 （事務） 

第８条 委員会の事務は、教務課において処理する。 

 

 （雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会の答申に基づき教授会が

別に定める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 



   宮崎国際大学教育学部児童教育学科入学試験委員会規程（案） 

 

平成２６年４月１日 

制定 

 （趣旨） 

第１条 宮崎国際大学教育学部児童教育学科の入学試験等に関することを円滑な運営

を進めるため入試委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

 （審議事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

 (1) 入学試験資格審査に関すること。 

 (2) 入学試験の選抜方法及び改善に関すること。 

 (3) 入学試験問題の作成及び採点に関すること。 

 (4) 入学試験の実施に関すること。 

 (5) 入学試験の情報開示に関すること。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 委員長及び副委員長 

 (2) 児童教育学科教員５人 

 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員長は、委員の中から選出する。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

３ 副委員長は、教務委員会委員の中から充てる。 

４ 副委員長は、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。 

 

 （会議） 

第６条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。 

 

 （意見の聴取） 

第７条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことが



できる。 

 

 （事務） 

第８条 委員会の事務は、教務課において処理する。 

 

 （雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会の答申に基づき教授会が

別に定める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 



   宮崎国際大学教育学部児童教育学科自己点検・外部評価委員会規程（案） 

 

平成２６年４月１日 

制定 

 （趣旨） 

第１条 宮崎国際大学教育学部児童教育学科の教育研究活動等について、自己点検・評価

し、また必要に応じて外部評価・第三者評価を行い、学部の教育研究等の活性化につな

がるようにするため、自己点検・外部評価委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

 （審議事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

 (1) 教員及び組織の自己点検・評価の企画・実施に関すること 

 (2) 自己点検・評価の公表に関すること 

 (3) 外部評価・第三者評価に関すること 

 (4) その他 

 

 （組織） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 委員長及び副委員長 

 (2) 児童教育学科教員（３人） 

 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員長は、委員会の中から選出する。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

３ 副委員長は、委員の中から充てる。 

４ 副委員長は、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。 

 

 （会議） 

第６条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。 

 

 （意見の聴取） 

第７条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことが



できる。 

 

 （事務） 

第８条 委員会の事務は、事務部において処理する。 

 

 （雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会の答申に基づき教授会が

別に定める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 



   宮崎国際大学教育学部地域連携推進委員会規程（案） 

 

平成２６年４月１日 

制定 

 （趣旨） 

第１条 宮崎国際大学教育学部の教育・研究成果を活用し、地域社会へ貢献するため、地

域連携推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

 （審議事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

 (1) 地域との連携活動の企画・運営に関すること 

 (2) 学部の教育・研究及び諸活動にかかわる情報発信に関すること 

 (3) その他 

 

 （組織） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 委員長及び副委員長 

 (2) 児童教育学科教員（５人） 

 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員長は、教授会において教授の中から選出する。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

３ 副委員長は、委員の中から充てる。 

４ 副委員長は、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。 

 

 （会議） 

第６条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。 

 

 （意見の聴取） 

第７条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことが

できる。 

 



 （事務） 

第８条 委員会の事務は、教務課において処理する。 

 

 （雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会の答申に基づき教授会が

別に定める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 



   宮崎国際大学教育学部児童教育学科研究推進委員会規程(案) 

 

平成２６年４月１日 

制定 

 （趣旨） 

第１条 宮崎国際大学教育学部児童教育学科の研究推進に関することを審議するために、

研究推進委員会（以下「委員会」という）を置く。 

 

 （審議事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

 (1) 研究活動の活性化に関すること 

 (2) 研究紀要の編集・発行に関すること 

 (3) 共同研究に関すること 

 (4) 科学研究費、競争的資金や外部資金獲得に関すること 

 (5) その他研究推進に関すること 

 

 （組織） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 学科長 

 (2) 児童教育学科教員（全員） 

 

 （委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は、児童教育学科学科長があたる。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

３ 副委員長は、委員会委員の中から充てる。 

４ 副委員長は、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。 

 

 （会議） 

第５条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。 

 

 （意見の聴取） 

第６条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことが

できる。 

 

 （事務） 

第７条 委員会の事務は、教育学部事務において処理する。 



 

 （雑則） 

第８条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会の答申に基づき教授会が

別に定める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 
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